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幸畏雑

J雑:

f報 7北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
三
九
年
一
一
一
月

t
昭
和
三
九
年
六
月
〉

一
回
、
一
二
月
二
七
日
(
金
)

O
「
デ
ニ
ン
グ
裁
判
官
と
そ
の
判
決

ー
ブ
ル
対
ブ
ル
事
件
の
意
味
す
る
も
の

l
」

報

告

者

浅

見

公

子

研
究
会
の
後
、
総
会
。
新
年
度
の
法
学
会
運
営
に
つ
い
て
討
議
。
原
則
と

し
て
毎
月
二
回
例
会
を
行
な
い
、
各
専
攻
部
門
相
互
間
の
交
流
・
耳
学
問
の

場
と
し
て
「
活
用
」
し
て
ゆ
く
方
針
が
承
認
さ
れ
た
。

一
、
四
月
二
日
(
金
)
午
後
三
時
三

O
分
よ
り

O
「
学
会
事
情
」
報
告
者
は
次
の
と
お
り

民
訴
・
フ
ラ
ン
ス
法
(
小
山
)
、
憲
法
(
深
瀬
)
、
行
政
法
(
神
谷
)
、

法
制
史
(
小
菅
)
、
経
済
・
海
商
法
(
近
藤
)
、
法
社
会
学
(
薮
)
、
私

法
・
民
科
、
法
哲
・
比
較
法
(
五
十
嵐
)
、
刑
事
法
(
小
暮
)
。

四
月
の
学
会
の
報
告
に
五
月
の
学
会
の
予
告
を
加
え
て
、
学
会
事
情
を

懇
談
し
た
。

二
、
五
月
八
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

O
「コ

γ
ピ
ュ

I

F
ー
に
よ
る
判
決
の
分
析
と
予
測
j
米
国
に
お
け
る
研

発
の
動
向
i
」

報

告

者

能

勢

弘

之

法
学
・
政
治
学
に
お
け
る
計
量
的
方
法
の
採
用
の
現
況
お
よ
び
意
義
に

つ
い
て
も
、
若
干
懇
談
し
た
。

コ
一
、
五
月
二
二
日
(
金
)
午
後
一
時
三
一

O
分
よ
り

O
「
法
学
教
科
書
の
総
合
批
評
」
報
告
者
は
次
の
と
お
り

高

柳

・

柳

瀬

編

「

法

学

概

論

」

小

菅

芳

太

郎

伊

藤

・

加

藤

編

「

現

代

法

学

入

門

」

山

岳

正

男

小

林

(

孝

)

編

「

現

代

の

法

」

薮

重

男

引
続
き
同
種
の
教
科
書
の
執
筆
要
領
に
つ
き
懇
談
。

四
、
六
月
二
六
日
(
金
)
午
後
三
時
三

O
分
よ
り

O
「
ア
メ
リ
カ
法
と
政
治
四
方
山
話
し
」

ミ
シ
ン
ガ
ン
大
学
B
・
J
・
ジ
ョ
ー
ジ
教
授
を
囲
む
懇
談
会
。

学
部
長
以
下
二

O
名
出
席
、
話
題
多
岐
に
わ
た
り
交
歓
。
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北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
九
年
三
月
1
昭
和
三
九
年
六
月
)

二
O
、
三
月
六
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
上
告
審
に
お
け
る
訴
訟
引
受
申
立
の
許
否
(
民
集
一
六
巻
一

O
号
ニ

一

二

八

頁

)

小

林

克

彦

O

請
求
の
予
備
的
併
合
に
お
い
て
主
た
る
請
求
を
排
斥
す
る
一
部
判
決

が
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
七
巻
二
号
三

O
四
頁
)

坂

下

誠

一
個
の
債
権
の
数
量
的
な
一
部
請
求
に
つ
い
て
の
判
決
の
既
判
力
(

O 



民
集
一
六
巻
八
号
一
七
二

O
頁

)

宮

永

広

O

裁
判
上
の
和
解
に
つ
き
錯
誤
の
主
張
が
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

(

民

集

一

七

巻

一

号

一

七

一

一

良

〉

岸

田

昌

洋

一
、
四
月
一
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
訴
の
変
更
と
時
効
中
断
の
効
力
(
民
集
一
七
巻
一
号
一
一
良
)

渡

辺

正

日百

二
、
五
月
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

譲
渡
担
保
契
約
に
伴
う
代
物
弁
済
の
約
定
部
分
を
無
効
と
解
す
べ
き

場
合
で
も
譲
渡
担
保
契
約
全
体
が
無
効
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
と
さ
れ

た

事

例

(

民

集

一

七

巻

一

号

二

五

頁

)

五

十

嵐

清

O

民
法
第
二
九
八
条
コ
一
項
の
法
音
叫
(
民
集
一
七
巻
四
号
五
七

O
頁
)

佐

保

雅

子

民事法研究会記事

三
、
五
月
一
五
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

第
三
者
の
詐
欺
に
よ
る
売
買
に
お
け
る
売
立
の
代
金
請
求
権
の
存
否

と
、
右
第
三
者
に
対
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
存

否

(

民

集

一

七

巻

六

号

八

三

三

頁

)

薮

章

夫

O

商
法
第
二
六
条
第
一
項
の
商
号
の
適
用
に
当
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例

〈
民
集
一
七
巻
二
号
二
八

O
頁

)

藤

原

雄

三

O

幼
児
引
渡
の
請
求
を
認
察
す
る
判
決
と
憲
法
第
一
一
一
一
条
(
民
集
一
七

巻

八

号

九

六

八

頁

)

中

川

良

延

O

仮
登
記
の
効
力
(
民
集
一
七
巻
九
号
一
一
八
二
頁
)
半

正

夫

田

四
、
五
月
二
九
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

代
表
取
締
役
の
権
限
濫
用
の
行
為
と
民
法
第
九
三
条
(
民
集
一
七
巻

八
号
九

O
九

頁

)

渡

辺

正

昭

O

統
制
違
反
の
権
利
金
及
び
、
家
賃
の
支
出
が
債
務
不
履
行
に
基
づ
く

損
害
と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
七
巻
一
号
七
七
頁
)神

田

孝

夫

O

婚
姻
予
約
の
不
当
破
棄
に
よ
る
慰
新
料
の
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例

(

民

集

一

七

巻

八

号

九

四

二

頁

)

山

畠

正

男

O
捺
印
の
み
の
裏
書
に
よ
る
記
名
株
式
の
譲
渡
と
会
社
の
株
主
名
簿
書

換
義
務
の
存
否
(
民
集
一
七
巻
九
号
一

O
九
一
頁
)実

五
、
六
月
一
九
日
(
金
〉
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

不
足
の
弁
済
供
託
金
を
債
権
の
一
部
弁
済
と
し
て
受
領
す
る
旨
予
め

留
保
し
て
還
付
を
受
け
た
場
合
の
効
力
(
民
集
一
七
巻
八
号
九
八
一
頁
)

川

井

健

O
商
法
第
二
六
六
条
空
一
一
に
お
け
る
取
締
役
の
行
為
と
第
三
者
の
損
害

と
の
間
に
担
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
七
巻
九
号

一
一
七

O
頁

)

藤

原

雄

三

o
I、
共
同
相
続
と
登
記

E
、
共
有
持
分
に
基
づ
く
登
記
抹
消
請
求
の
許
否

皿
、
当
事
者
が
所
有
権
取
得
登
記
の
全
部
抹
消
を
求
め
て
い
る
場
合

に
更
正
登
記
を
命
ず
る
判
決
を
す
る
こ
と
の
可
否
(
民
集
一
七
巻
一
号

二

三

五

真

)

後

藤

徹

O

建
物
賃
借
部
分
の
改
築
に
よ
り
借
家
人
の
為
区
分
所
有
権
が
成
立
し

た
と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
七
巻
九
号
一
二
三
六
頁
〉

右

方)[1 

謙恒
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夫



車匠

六
、
七
月
三
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

他
誌
を
誹
訪
す
る
学
界
誌
の
記
事
に
つ
き
名
誉
敗
損
の
成
立
を
否
定

し
た
事
例
(
民
集
一
七
巻
三
号
四
七
六
頁
)
五
十
嵐
清

O
一
訴
訟
上
の
留
置
権
の
抗
弁
と
被
担
保
債
権
の
消
滅
時
効
の
中
断
(
民

集
一
七
巻
九
号
一
二
五
二
頁
)

雑

佐

保

雅

子

O

違
約
手
附
金
倍
戻
の
請
求
と
契
約
解
除
の
要
否
(
民
集
一
七
巻
八
号

九

三

二

頁

)

中

川

良

延

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
九
年
三
月
l
六
月
)

北海道大学法学部法学会記事

二
O
、
コ
一
月
二
二
日
(
金
〉
判
例
研
究

O

警
職
法
五
条
の
意
義
l
警
察
官
の
実
力
に
よ
る
ピ
ケ
排
除
を
違
法
と

し
て
こ
れ
に
対
す
る
正
当
防
衛
を
認
め
た
事
例
(
全
逓
横
浜
郵
便
局
事

件
第
一
審
判
決
横
浜
地
裁
昭
和
三
八
年
六
月
二
八
日
判
例
時
報
三
四

一
号
一

O
頁

)

小

岩

洋

。
受
刑
者
の
頭
髪
を
強
制
的
に
丸
坊
主
刈
に
す
る
こ
と
は
違
憲
か
(
東

京
地
裁
昭
和
三
八
年
七
月
二
九
日
判
例
時
報
三
四
二
号
四
頁
〉

林

茂

保

O

国
家
(
地
方
公
共
団
体
〉
賠
償
事
件
(
福
岡
地
裁
飯
塚
支
部
昭
和
一
一
一

八
年
三
月
六
日
判
例
時
報
三
四
二
号
一
四
頁
)
今
村
成
和

一
、
五
月
一
日
(
金
)
判
例
研
究

O

H

S
式
高
周
波
療
法
の
施
行
と
あ
ん
摩
師
・
は
り
師
・
き
ゅ
う
師
・

及
び
柔
道
整
復
師
法
一
一
一
条
違
反
罪
の
成
否
(
仙
台
高
裁
昭
和
三
八
年

七
月
二
二
日
判
例
時
報
三
四
五
号
一
二
頁
)
熊
本
信
夫

O

国
税
徴
収
法
九
二
条
の
趣
旨
(
大
阪
高
裁
昭
和
コ
一
八
年
二
月
二
八
日

判

例

時

報

コ

一

四

五

号

二

九

頁

〉

神

谷

昭

O
行
政
代
執
行
に
よ
り
占
有
を
解
か
れ
た
者
と
占
有
回
収
の
訴
(
名
古

屋
高
裁
昭
和
三
八
年
七
月
一
六
日
判
例
時
報
三
四
七
号
一
八
頁
〉

深

瀬

忠

一

北法15(1・206)206 

二
、
五
月
一
五
日
(
金
〉
判
例
研
究

O

最
高
裁
裁
判
官
国
民
審
査
の
憲
法
適
否
(
最
高
裁
昭
和
三
八
年
九
月

五

日

判

例

時

報

三

四

七

号

八

頁

)

小

山

有

洋

O

許
可
営
業
を
す
る
た
め
の
建
物
賃
貸
借
と
許
可
欠
欲
の
効
力
、
ほ
か

(
大
阪
高
裁
昭
和
三
八
年
八
月
八
日
判
例
時
報
三
四
八
号
二
二
頁
)

林

茂

保

O

タ
ク
シ
ー
業
免
許
の
た
め
の
聴
問
手
続
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
免
許

申
請
却
下
処
分
が
取
消
さ
れ
た
事
例
(
東
京
地
裁
昭
和
三
八
年
九
月
一

八

日

判

例

時

報

三

四

九

号

一

一

一

頁

)

今

村

成

和

三
、
五
月
二
九
日
(
金
)
判
例
研
究

O
地
方
議
会
に
お
い
て
議
事
運
営
等
に
関
連
し
発
生
し
た
刑
事
犯
事
件

の
起
訴
と
議
会
叉
は
議
長
に
よ
る
告
訴
・
告
発
の
要
否
(
福
岡
高
裁
昭

和
三
八
年
三
月
一
一
一
一
一
日
判
例
時
報
コ
一
四
九
号
七
二
一
良
)

栃

内

昌

子

。
箱
根
登
山
鉄
道
の
ベ
ス
路
線
無
断
延
長
事
件
(
東
京
高
裁
昭
和
三
八

年
六
月
一
九
日
判
例
時
報
三
五

O
号

九

頁

)

神

谷

昭

。
行
政
財
産
た
る
建
物
の
貸
付
け
に
も
原
則
と
し
て
借
家
法
の
適
用
が



あ
る
(
東
京
地
裁
昭
和
三
八
年
七
月
一
七
日

五
頁
)

四
、
六
月
五
日
(
金
)
判
例
研
究

O

パ
チ
ン
コ
の
景
品
た
ば
こ
の
再
売
買
と
専
売
法
違
反
(
最
高
裁
昭
和

三
九
年
一
月
一
一
一
一
一
日
判
例
時
報
三
七
二
号
四
四
頁
)
神

判
例
時
報
三
五

O
号一

鳥

居

信

之

谷

si3 

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
一
二
九
年
一
一
一
月
1
六
月
)

公法研究会・政治学研究会・刑事法研究会記事

九
、
三
月
四
日
(
水
)

O

白
木
に
お
け
る
民
主
々
義
の
問
題

報

告

者

松

沢

弘

陽

一
、
四
月
九
日
(
木
)
、
五
月
二
日
(
土
)
、
五
月
九
日
(
土
)
、
六
月
一

一
一
日
(
金
)
、
六
月
一
八
日
(
木
)

O
C
ω
可
o
m
O
B
r
t
d
m
B
E
E
n可

B
L
円

Z
O『閃
E
E
5
0ロ
C
『

HIc-EE-

同

ωω

ユ1
・
の
研
究
会

二
、
六
月
一
五
日
(
月
)

O

F

E一宍
A
E一
二
口
出

2
5ロ

報
告
者

T
5
2
]
O一一

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
九
年
一
一
一
月

t
昭
和
三
九
年
六
月
)

て
三
月
二
一
日
ハ
土
)

O

殺
人
予
備
罪
の
共
同
正
犯
(
最
判
昭
和
三
七
年
一
一
月
八
日
刑
集

一

六

巻

二

号

一

五

二

二

頁

〉

宮

永

広

O
営
利
誘
拐
罪
に
お
け
る
営
利
の
目
的
(
最
判
昭
和
三
七
年
一
一
月
二

一
日
刑
集
一
六
巻
一
一
号
一
五
七

O
頁

)

福

田

秀

策

O

自
動
車
検
問
の
許
さ
れ
る
要
件
(
大
阪
高
判
昭
和
三
八
年
九
月
六
日

判
例
時
報
三
六

O
号

九

頁

)

田

宮

裕

二
、
四
月
二
五
日
(
士
)

O

写
真
撮
影
と
肖
像
権
と
の
関
係
(
昭
和
三
八
年
一
一
月
二
五
旦
尽
都

地

裁

判

例

時

報

三

一

六

四

号

)

中

利

太

郎

O

い
わ
ゆ
る
芦
別
事
件
の
控
訴
審
判
決
(
札
幌
高
裁
昭
和
三
八
年
一
二

月
二

O
日
判
例
時
報
三
六
五
号
〉
但
し
右
判
、
決
中
第
二
本
論
第
二
章

検
察
官
の
控
訴
趣
意
第
一
点
に
つ
い
て
(
伝
開
法
則
〕
の
判
旨
に
限
り

菊

池

信

男

猪

瀬

俊

雄

三
、
五
月
二
一
日
(
火
)

O

起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
っ
て
も
何
ら
の
罪
と
な
る

ベ
き
事
実
を
包
含
し
て
い
な
い
場
合
に
そ
の
事
実
に
つ
き
略
式
命
令
が

確
定
し
た
と
き
と
非
常
上
告
(
最
判
昭
和
三
七
年
六
月
一
四
日
刑
集

一

六

巻

七

号

一

二

四

五

頁

)

能

勢

弘

之

。
出
入
国
管
理
令
第
六

O
条
の
合
憲
性
、
出
入
国
管
理
令
第
六

O
条
第

二
項
違
反
罪
に
お
け
る
訴
因
の
特
定
(
最
判
昭
和
三
七
年
一
一
月
二
八

日

刑

集

二

ハ

巻

一

一

号

一

六

一

一

三

頁

)

林

茂

保

四
、
五
月
一
一
一
一
一
日
(
土
)
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報

。
組
合
活
動
と
し
て
の
建
造
物
に
対
す
る
ピ
ラ
貼
り
の
適
否
(
名
古
屋

地
裁
昭
和
三
八
年
九
月
二
八
日
判
例
時
報
三
五
九
号
)

東

原

清

彦

O

法
律
は
家
に
入
ら
な
い
か
?
「
法
律
は
家
に
入
ら
ず
」
の
意
義
と
そ

の
適
用
事
例
そ
の
他
(
横
浜
地
裁
昭
和
三
七
年
五
月
七
日
判
例
時
報

三

二

三

号

等

〉

角

谷

三

千

夫

五
、
六
月
一
一
一
一
日
(
土
)

O
強
盗
傷
人
罪
に
お
け
る
傷
害
の
意
義
(
東
京
地
裁
昭
和
一
一
一
一
年
七
月

二
七
日
判
例
時
報
八
三
号
、
そ
の
他
〉
吉
川
・
牧
・
清
水

六
、
六
月
一
一
一
一
一
日
(
火
)

O

踏
切
警
手
の
注
意
義
務
と
法
令
上
の
根
拠
(
最
判
昭
和
一
二
七
年
一
二

月
二
八
日
一
七
五
二
頁
刑
集
一
六
巻
一
二
号
一
七
五
二
頁
〉

小

岩

洋

一

O
売
春
防
止
法
第
一
四
条
の
い
わ
ゆ
る
両
罰
規
定
の
法
意
(
最
判
昭
和

一
二
八
年
二
月
二
六
日
刑
集
一
七
巻
一
号
一
五
頁
)
栃
内
昌
子
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